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別記様式（第２条関係） 

会   議   録 （要 旨） 

会 議 名 庁 議 

開 催 日 時 令和６年１０月３１日（木）午前８時５６分～午前９時３１分 

開 催 場 所 ３０１会議室 

出席者及び 

欠 席 者 

出席者：市長、副市長、教育長、企画財政部長、総務部長、総務部危機

管理担当部長、市民部長、協働推進部長、環境部長、健康福祉

部長、健康福祉部高齢・障害担当部長、子ども家庭部長、都市

整備部長、都市整備部建設管理担当部長、教育部長、学校教育

担当部長、議会事務局長、会計管理者 

欠席者： なし 

議 題 
１ 令和６年第４回市議会定例会提出議案について 

２ その他 

結 論 
（ 決 定 し た 方

針、残された問
題点、保留事項

等を記載する。） 

議題１：提案のとおり提出議案として決定する。 

議題２：令和６年第４回市議会定例会の招集期日は１１月２８日（木）

である。 

審 議 経 過 
（主な意見等を

原則として発言
順に記載し、同

一内容は一つに

まとめる。) 
 

（発言者）  

○印=構成員  
●印=説明員  

 

議題１ 令和６年第４回市議会定例会提出議案について 

⑴ 専決処分の承認を求めることについて 

（企画財政部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規

定に基づき、議会を招集する時間的余裕がなく専決処分したので、

同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

令和６年度武蔵村山市一般会計補正予算（第４号）を以下のと

おり専決処分するもの。補正予算額は３，６８５万３千円、補正

後歳入歳出総額は３７０億３，３９１万９千円である。歳入概要

としては、衆議院議員選挙委託金、衆議院議員総選挙啓発推進委

託金及び衆議院議員総選挙開票速報事務委託金である。歳出概要

としては、衆議院議員選挙経費である。 

なお、専決処分年月日については令和６年１０月３日、専決処

分番号は令和６年専決第１２号である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑵ 武蔵村山市行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する条例の一部を改正する条例 

（企画財政部長説明） 

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化等に伴い、個人番号

を利用する事務の範囲を拡大する必要があるので、本案を提出す

る。 

個人番号を利用する事務の範囲の拡大及び市の執行機関におい
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て利用する特定個人情報を追加する。 

１点目は、心身障害者の医療費の助成に関する条例による医療

費の助成に関する事務であり、医療保険給付関係情報、障害者関

係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、中国残留邦人等支

援給付等関係情報、児童福祉法による障害児入所給付費の支給に

関する情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律による自立支援給付の支給に関する情報及び障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第７条に規

定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報である。 

２点目は、東京都重度心身障害者手当条例による重度心身障害

者手当の支給に関する事務であり、地方税関係情報である。 

３点目は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律施行細則による精神通院医療費の助成に関する事務で

あり、医療保険給付関係情報、障害者関係情報、生活保護関係情

報、地方税関係情報及び中国残留邦人等支援給付等関係情報であ

る。 

４点目は、武蔵村山市特殊疾病患者福祉手当条例による特殊疾

病患者福祉手当支給に関する事務であり、地方税関係情報である。 

５点目は、福祉タクシー事業の実施に関する事務であり、障害

者関係情報及び地方税関係情報である。 

施行期日については、公布の日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑶ 武蔵村山市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例 

（総務部長説明） 

議会議員の期末手当の支給割合を改定する必要があるので、本

案を提出する。 

１点目は、市議会議員の１２月期の期末手当の支給割合を１０

０分の２０引き上げて、１００分の２５５（年間１００分の４８

５）とする。 

２点目は、令和７年度以降の期末手当の支給割合を、６月期及

び１２月期が均等になるよう改める（各１００分の２４２．５）。 

施行期日については、１点目は、公布の日からとし、令和６年

１２月１日から適用する。２点目は、令和７年４月１日からとす

る。 

（質 疑） 

○ ２点目で「６月期及び１２月期が均等になるように」とあるが、 

決定しているのか。 

● 議会事務局と調整を図りながら決めていく。 
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○ 決めていくということは、まだ決まっていないのか。 

● 今後はこの方向性で進めたいと考えている。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑷ 武蔵村山市常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例 

（総務部長説明） 

常勤の特別職の職員の期末手当の支給割合を改定する必要があ

るので、本案を提出する。 

１点目は、常勤の特別職の職員の１２月期の期末手当の支給割

合を１００分の２０引き上げて、１００分の２５２．５（年間１

００分の４８５）とする。 

２点目は、令和７年度以降の期末手当の支給割合を、６月期及

び１２月期が均等になるよう改める（各１００分の２４２．５）。 

施行期日については、１点目は、公布の日からとし、令和６年

１２月１日から適用する。２点目は、令和７年４月１日からとす

る。 

（質 疑） 

● １点目の施行期日について、「令和６年１２月１日から適用す 

る」とあるが、議会の日程を考えると遡及適用のような記載であ 

るが適切か。 

● 武蔵村山市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一 

部を改正する条例及び武蔵村山市職員の給与に関する条例の一 

部を改正する条例と併せて修正する。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑸ 武蔵村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

（総務部長説明） 

一般職の職員の給料の額及び期末・勤勉手当の支給割合を改定

する必要があるので、本案を提出する。 

１点目は、行政職給料表⑴について、東京都に準拠する形で、

人材確保の観点から初任層に重点を置きつつ、各級においてメリ

ハリをつけた上で、全級全号給について引き上げる。 

２点目は、期末・勤勉手当の支給割合をそれぞれ１００分の１

０（再任用職員は１００分の５）ずつ引き上げる。 

３点目は、令和７年度以降の期末・勤勉手当の支給割合を６月

期及び１２月期が均等になるようそれぞれ改める。 

施行期日については、１点目は、公布の日からとし、令和６年

４月１日から適用する。２点目は、公布の日からとする。３点目
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は、令和７年４月１日からとする。 

なお、いずれも職員組合と協議中である。 

また、職員の給与改定は、東京都人事委員会の勧告（地域手当

は人事院の勧告）に準じて実施しており、主な勧告内容は次のと

おりである。 

１点目は、行政職給料表⑴を初任層に重点を置きつつ、全級全

号給について引上げ改定する（平均改定率２．７％）。 

２点目は、期末・勤勉手当の年間支給月数をそれぞれ０.１０月

分ずつ引き上げる。 

３点目は、地域手当の支給割合の見直し、配偶者に係る扶養手

当の段階的な廃止、子に係る扶養手当の段階的な増額、通勤手当

の支給上限の引上げ、在宅勤務等手当の支給等である｡ 

３点目については、令和７年４月１日から実施することが適当

とされていることから、必要に応じて令和７年第１回市議会定例

会に関連議案を上程する予定である。 

（質 疑） 

○ 会計年度任用職員の期末・勤勉手当の支給割合については条例 

改正を行わなくてよいのか。 

● 会計年度職員の期末・勤勉手当の支給割合については、職員の 

支給割合を準用する規定であるため、条例改正は必要ない。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑹ 武蔵村山市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実

施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

（高齢・障害担当部長説明） 

介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）の一部改

正に伴い、地域包括支援センターの人員に関する基準の特例等を

定める必要があるので、本案を提出する。 

１点目は、地域包括支援センターの職員の員数について、介護

保険運営協議会が第１号被保険者の数及び地域包括支援センター

の運営状況を勘案して必要と認める場合には、常勤換算方法によ

る職員配置が可能になるよう定める。 

２点目は、地域包括支援センターの人員配置について、介護保

険運営協議会が効果的な運営に資すると認める場合には、複数の

センターが担当する区域ごとの第１号被保険者の数を合算した数

に応じて、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の３職種を

配置すれば、各センターの人員配置基準を満たすことを定める。 

施行期日については、公布の日からとする。 

（質 疑） 

○ 人員の配置基準が緩やかになるということか。 
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● 近年では人員の確保が難しくなっているため、国が基準を改め 

た。介護保険法では基準に基づいて市の条例で定めることとい 

う規定があるため、規定の整備を行うものである。 

○ 条例改正を行うことにより、３職種の人員については増員する 

ことは考えていないのか。 

● 現状では配置基準を満たしているため、条例改正に伴った人員 

配置を改める必要はないと考えている。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑺ 令和６年度武蔵村山市一般会計補正予算（第５号） 

（企画財政部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

補正予算額は３億２，７１９万２千円、補正後歳入歳出総額は

３７３億６，１１１万１千円である。歳入概要としては、国民健

康保険事業特別会計繰入金、生活保護費負担金及び障害児通所給

付費等負担金等の増である。歳出概要としては、職員人件費、国

都支出金過年度返還金等の増及び都市核地区土地区画整理事業繰

出金の減である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑻ 令和６年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号） 

（市民部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

補正予算額は１億５，４８３万２千円、補正後歳入歳出総額は

８０億３０１万５千円である。歳入概要としては、決算の確定に

伴う前年度繰越金の増である。歳出概要としては、実績に伴う保

険給付費等交付金過年度分返還金の増である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑼ 令和６年度武蔵村山市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

（高齢・障害担当部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

補正予算額は１，９９９万３千円、補正後歳入歳出総額は６１

億６，４８８万７千円である。歳入概要としては、介護給付費負

担金、介護給付費交付金等の増である。歳出概要としては、介護
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予防サービス給付費、居宅介護福祉用具購入費等の増である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑽ 令和６年度武蔵村山市都市核地区土地区画整理事業特別会計補

正予算（第１号） 

（都市整備部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

補正予算額は８０１万４千円、歳入歳出総額は１８億３０３万

５千円である。歳入概要としては、国庫補助金、都補助金、一般

会計繰入金の減及び繰越金、事業債の増である。歳出概要として

は、一般管理経費及び都市核地区土地区画整理事業経費の増であ

る。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑾ 令和６年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号） 

（市民部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

補正予算額は４７０万０千円、補正後歳入歳出総額は２０億１，

９５２万２千円である。歳入概要としては、職員給与費等繰入金、

葬祭費受託金、事務費繰入金の増である。歳出概要としては、職

員人件費、葬祭費経費、償還金及び還付加算金の増である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑿ 令和６年度武蔵村山市下水道事業会計補正予算（第４号） 

（建設管理担当部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

収益的支出の補正予算額は９９万４千円、補正後予算額は１３

億６，４４０万４千円である。歳出概要としては、総係費の給料

及び退職手当組合負担金の増である。 

資本的支出の補正予算額は７万８千円、補正後予算額は１６億

７，２３８万６千円である。歳出概要としては、建設改良費の給

料の増である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 
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⒀ 第三中学校太陽光発電設備設置及び自家用電気工作物更新工事

の請負契約について 

（総務部長説明） 

第三中学校太陽光発電設備設置及び自家用電気工作物更新工事

を施工する必要があるので、本案を提出する。 

概算額は２３０，２８０，０００円である。工事概要は、市立

第三中学校の校舎屋上に５７kw 相当の太陽光パネル等の発電設備

を設置するとともに、自家用電気工作物の更新等を行う建築・電

気設備・機械設備工事である。工期限は令和８年３月１３日であ

る。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

【追加予定】 

⑴ 令和６年度武蔵村山市一般会計補正予算（第６号） 

（企画財政部長提出） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

歳出概要は温泉施設大規模改修工事にかかる費用である。 

内容等については、現在精査中である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑵ 武蔵村山市立温泉施設の指定管理者の指定について 

（協働推進部長提出） 

武蔵村山市立温泉施設の指定管理者を指定する必要があるの

で、本案を提出する。 

公の施設の名称及び所在地については、名称は武蔵村山市立温

泉施設、所在地は武蔵村山市本町五丁目２９番地の１である。指

定管理者の名称及び主たる事務所の所在地及び代表者について

は、現在選定中である。指定の期間は、調整中であるが、令和８

年２月１日から令和１３年３月３１日までの予定である。 

なお、本議案については、追加予定の令和６年度武蔵村山市一

般会計補正予算（第６号）に温泉施設の改修に係る予算を計上す

る関係、改修工事の工期が指定の期間に直接影響することから追

加予定とするものである。 

最後に補足として、１０月２９日に指定候補者選定委員会を開

催した。３団体からプレゼンテーションを受けており候補者を選

定した。今後、審査結果及び公表内容を整理し、１１月中旬に市

長に報告する予定である。また、指定の期間については、指定管

理者の募集の時点では令和７年１０月１日からとしていたが、改
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修工事の契約日程及び工期を勘案し、令和８年２月１日からとし

た。なお、引き続き関係課と調整を行い、契約日程等が短縮でき

た場合は、令和８年１月１日からとしたい。 

（質 疑） 

● 再オープンになるがセレモニーは行う予定なのか。 

● テープカット等を行う予定である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

議題２ その他 

令和６年第４回市議会定例会の招集期日は１１月２８日（木）で

ある。 
 

会議録の開示 

・非開示の別 

☑開  示 

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                   ） 
 

庶務担当課  企画財政部 企画政策課（内線：３７３） 

（日本産業規格Ａ列４番） 


